[bookmark: _Toc192768597]ヒアリング評価シート(1/2)
	実施日：
	　　　　

	実施者 氏名：
	　　　　

	ヒアリング事項
	S～Dのいずれかを記入

	2.2.1作業安全確保のために必要な対策を講じることについて
	1-(1)-①
	作業事故防止に向けた方針を表明し，具体的な目標を設定する。
	

	
	1-(1)-②
	知識，経験等を踏まえて，安全対策の責任者や担当者を選任する。
	

	
	1-(1)-③
	作業安全に関する研修・教育等を行う。外国人技能実習生等を受け入れている場合は，確実に内容を理解できる方法により行う。また，作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
	

	
	1-(1)-④
	適切な技能や免許等が必要な業務には，有資格者を就かせる。
	

	
	1-(1)-⑤
	職場での朝礼や定期的な集会等により，作業の計画や安全意識を周知・徹底する。
	

	
	1-(1)-⑥
	安全対策の推進に向け，従事者の提案を促す。
	

	
	1-(2)-①
	関係法令等を遵守する。
	

	
	1-(2)-②
	木材加工用機械等，資機材等の使用に当たっては，取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を周知・徹底する。
	

	
	1-(2)-③
	作業時の服装や保護具について作業に応じ，安全に配慮した服装や保護具等を着用させる。
	

	
	1-(2)-④
	日常的な確認や健康診断，ストレスチェック等により，健康状態の管理を行う。
	

	
	1-(2)-⑤
	作業中に必要な休憩を設ける。また，暑熱環境下では水分や塩分摂取を推奨する。
	

	
	1-(2)-⑥
	作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。
	

	

	ヒアリング評価シート(2/2)

	ヒアリング事項
	S～Dのいずれかを記入

	2.2.1作業安全確保のために必要な対策を講じることについて
	1-(3)-①
	燃料や薬品など危険性・有害性のある資材は，適切に保管し，安全に取扱う。
	

	
	1-(3)-②
	機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
	

	
	1-(3)-③
	資機材，設備等を導入・更新する際には，無人化機械等を含め，可能な限り安全に配慮したものを選択する。
	

	
	1-(4)-①
	職場や個人の状況に応じ，適切な作業分担を行う。また，日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
	

	
	1-(4)-②
	高齢者を雇用する場合は，高齢に配慮した作業環境の整備，作業管理を行う。
	

	
	1-(4)-③
	安全な作業手順，作業動作，機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し，全ての従事者が見ることができるようにする。
	

	
	1-(4)-④
	現場の危険箇所を予め特定し，改善・整備や注意喚起を行う。
	

	
	1-(4)-⑤
	４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）活動を行う。
	

	
	1-(5)-①
	行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し，再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。
	

	
	1-(5)-②
	実施した作業安全対策の内容を記録する。
	

	2.2.2.事故発生時に備えることについて
	2-(1)-①
	経営者や家族従事者を含めて，労災保険やその他の補償措置を講じる。
	

	
	2-(2)-①
	事故が発生した場合の対応（救護・搬送，連絡，その後の調査，労基署への届出，再発防止策の策定等）の手順を明文化する。
	

	
	2-(3)-①
	事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう，あらかじめ方策を検討する。
	




[bookmark: _Toc192768598]パトロール評価シート
	実施日：
	　　　　

	実施者 氏名：
	　　　　

	安全パトロールによるチェック内容
	○△×のいずれかを記入

	3.2.1
4S活動の取り組み
	3.2.1.1
	清掃の実施状況
	

	
	3.2.1.2
	機械設備の整理・整頓
	

	
	3.2.1.3
	資材等の整理・整頓
	

	
	3.2.1.4
	工具・刃物等の整理・整頓
	

	3.2.2
墜落・転落・転倒・激突への対策
	3.2.2.1
	墜落への対策
	

	
	3.2.2.2
	転落への対策
	

	
	3.2.2.3
	転倒への対策
	

	
	3.2.2.4
	激突への対策
	

	3.2.3
作業環境および作業者の安全対策
	3.2.3.1
	熱中症への対策
	

	
	3.2.3.2
	騒音への対策
	

	
	3.2.3.3
	作業環境における照度の状況
	

	
	3.2.3.4
	作業者の負担軽減への取り組み
	

	
	3.2.3.5
	作業者の服装
	

	3.2.4
機械設備に関する安全対策の状況
	3.2.4.1
	機械設備の整備状況
	

	
	3.2.4.2
	駆動部への巻き込まれ防止
	

	
	3.2.4.3
	注意喚起や作業主任者の掲示
	

	
	3.2.4.4
	立ち入り禁止区域の表示
	

	3.2.5
非常事態に対する備え
	3.2.5.1
	消火栓・消火器の近傍の状況
	

	
	3.2.5.2
	緊急時の対応
	

	
	3.2.5.3
	事業場内の異常事態の確認方法
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[bookmark: _Toc192768599]事前アンケートテンプレート
	※林野庁HP「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（林業・木材産業）チェックシート」（https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html）を基に作成。

	事業所名
	○○製材　××工場
	記入日
	令和   ６ 年   　７ 月   　４ 日

	
	
	
	
	※赤字は記入例

	
	
	
	回答欄

	No.
	具体的な事項
	質問項目
	自己評価
○:実施している
×:実施していない
△:今後，実施予定
－:該当しない
	自己評価の根拠やアピールポイント

	1
	作業安全確保のために必要な対策を講じる
	　
	　
	　自己評価の理由や積極的に取り組んでいることについて記入。参考となる資料や写真の準備


	1-(1)
	人的対応力の向上
	

	　
	　

	1-(1)-①
	作業事故防止に向けた方針を表明し，具体的な目標を設定する。
	具体的な目標を設定しているか。
（「安全第一」や「労災ゼロ」などのスローガンではなく，「機械停止時には停止中の札を掲げる」や「こまめに水分補給する」など）○×を記入

	○
	・今年の目標は「指差呼称　大きな声で　はっきりと」である。
・目標は場内に掲示し，従業員に周知している（添付写真）。
・目標は１年ごとに更新している。

	1-(1)-②
	知識，経験等を踏まえて，安全対策の責任者や担当者を選任する。
	安全管理者や衛生管理者，安全衛生推進者等が選任されているか。
	○
	・安全衛生推進者を選任している。
・事務所内に掲示し，従業員に周知している（添付写真参照）。
・安全衛生推進者の業務は，「作業安全に関する社内研修」や「場内パトロール」などである。

	1-(1)-③
	作業安全に関する研修・教育等を行う。外国人技能実習生等を受け入れている場合は，確実に内容を理解できる方法により行う。また，作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
	従業員の雇入れ時に作業安全に関する社内研修・教育を実施しているか。
	○
	・雇入れ時に作業安全に関する社内研修・教育を実施している（添付資料：研修テキスト）。
・外国人がいる場合には，研修資料に母国語を併記している。
・林災防などが主催する研修会や講演会に参加し，情報収集に努めている。

	1-(1)-④
	適切な技能や免許等が必要な業務には，有資格者を就かせる。
	有資格者を配置しているか。（木材加工用機械作業主任者やはい作業主任者，ボイラー取扱作業主任者，フォークリフト運転者など）
	○
	・全従業員がフォークリフト技能講習を受講済みである（添付資料：有資格者の一覧表）。
・複数人が木材加工用機械作業主任者技能講習を受講しており，作業主任者が不在でも事業を継続できるようにしている。
・受講にかかる費用は会社が負担している。

	1-(1)-⑤
	職場での朝礼や定期的な集会等により，作業の計画や安全意識を周知・徹底する。
	朝礼を実施し，作業安全について注意喚起しているか。
	○
	・毎朝朝礼に全従業員が参加している。
・朝礼時には作業安全に関する注意喚起やヒヤリ・ハット事例の共有なども実施している。
・ラジオ体操を実施している。
・月例安全衛生委員会を実施し議事内容を従業員に周知している。

	1-(1)-⑥
	安全対策の推進に向け，従事者の提案を促す。
	改善提案記入用紙の整備や，職場巡回や定例会議での意見収集，報奨金制度などで従業員の改善提案を促しているか。
	○
	・職場巡回時に直接意見を聞いている。
・改善提案記入用紙に記入し提出させている（添付資料参照）。
・改善提案者には，クオカードを配布している。

	1-(2)
	作業安全のためのルールや手順の順守
	　
	　
	　

	1-(2)-①
	関係法令等を遵守する。
	安衛法や消防法など関係法令を遵守しているか。
	○
	・関係法令を適切に順守している。
・フォークリフトの定期点検を実施している。
・遵守すべき法令については掲示し，従業員に周知している。
・法令順守のために，専門家の助言を定期的に受けている。

	1-(2)-②
	木材加工用機械等，資機材等の使用に当たっては，取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を周知・徹底する。
	取扱説明書を機械のそばに保管し，いつでも参照できるか。
	○
	・取説は事務所に保管し，コピーを機械のそばに保管している。
・はじめて機械を操作する従業員には経験者が直接指導している。
・取説はわかりづらいので，写真付きの操作手順書を作成し機械のそばに置いている（添付資料参照）。

	1-(2)-③
	作業に応じ，安全に配慮した服装や保護具等を着用させる。
	作業服や安全靴，ヘルメットなどを着用させているか。
	○
	・ヘルメット，安全靴，長袖作業服の着用を義務付けている。
・作業に応じて保護具（保護メガネ，耳栓，チャップスなど）を着用している。
・ヘルメットは会社が支給している。
・来場者にもヘルメットの着用を義務付けている。

	1-(2)-④
	日常的な確認や健康診断，ストレスチェック等により，健康状態の管理を行う。
	定期健康診断を実施しているか。
	○
	・健康診断を実施している。
・ストレスチェックを実施している。
・ハラスメント対策として，相談窓口を設置し，従業員に周知している。

	1-(2)-⑤
	作業中に必要な休憩を設ける。また，暑熱環境下では水分や塩分摂取を推奨する。
	法令で定められた以上の休憩時間を設定しているか。
	○
	・休憩時間は，10:00-10:15，12:00-13:00，15:00-15:15の間である。
・作業中でも飲めるよう，作業場に水筒を置かせている。
・スポーツドリンクや塩飴を支給している。
・空調服を貸与している。

	1-(2)-⑥
	作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。
	第三者によるチェックを実施したことがあるか。（第三者には，労働安全コンサルタントなどの有資格者や林災防などの団体職員の他，近隣の同業者も含む）
	○
	・労働安全コンサルタントによる場内パトロールを実施したことがある。
・工業団地内の事業者とともにパトロールを年に１回実施している。

	1-(3)
	資機材，設備等の安全性の確保
	　
	　
	　

	1-(3)-①
	燃料や薬品など危険性・有害性のある資材は，適切に保管し，安全に取扱う。
	燃料や薬品を適切に管理しているか。（保管場所の設定や鍵付き保管，使用量の記録など）
	○
	・危険物倉庫を設置している。
・化学物質は鍵付き保管庫に保管し，使用量を台帳で記録している。

	1-(3)-②
	機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
	始業前点検を毎日行っているか。
	○
	・毎日，始業前点検を実施している。
・点検簿がある（添付資料参照）。
・月例点検も実施している。
・刃物を取り外す際は，耐切創手袋を着用する。
・取り外した刃物はカバーをつけて保管している。

	1-(3)-③
	資機材，設備等を導入・更新する際には，無人化機械等を含め，可能な限り安全に配慮したものを選択する。
	新たに機械を購入・更新するときには，安全に配慮されたものを検討しているか。
	○
	・省人化のために新たに機械を導入した。
・現在，導入検討している機械には安全装置が備わっている。

	1-(4)
	作業環境の整備
	　
	　
	　

	1-(4)-①
	職場や個人の状況に応じ，適切な作業分担を行う。また，日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
	作業経験や健康診断による医師の意見を考慮して，作業の転換や労働時間の短縮を行っているか。
	○
	・作業経験や医師の意見を考慮して，作業の転換や労働時間の短縮を行っている。
・ラジオ体操を通じて，その日の体調を把握している。

	1-(4)-②
	高齢者を雇用する場合は，高齢に配慮した作業環境の整備，作業管理を行う。
	高齢者に配慮した作業環境の整備（十分な照明の設置，階段手すりの設置，通路の段差の解消など）を行っているか。
	○
	・高齢者は○○人いる。
・高齢者には，重量物の運搬等の作業はさせていない。
・高齢者からの改善提案を聴取している。
・照明をLEDに切り替えた。

	1-(4)-③
	安全な作業手順，作業動作，機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し，全ての従事者が見ることができるようにする。
	作業手順書（刃物の交換方法，トラブル発生時の対応方法など）が１つでもあるか。
	○
	・非定常時対応マニュアルを操作盤の横にぶら下げている。（添付資料参照）。
・写真付きの作業手順書を掲示している。
・作業手順書は定期的に見直し，アップデートしている。

	1-(4)-④
	現場の危険箇所を予め特定し，改善・整備や注意喚起を行う。
	危険個所には注意喚起（立ち入り禁止，頭上注意，段差注意，巻き込まれ注意など）があるか。
	○
	・パトロールを月１回実施し，危険個所を特定している。
・危険個所には注意喚起を掲示している。
・リスクアセスメントを実施している（添付資料：実施記録）。

	1-(4)-⑤
	４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）活動を行う。
	就業時間内に清掃を行っているか。
	○
	・毎日，終業前に１５分の清掃時間がある。
・月例の大掃除を実施している（添付資料：清掃点検簿）。

	1-(5)
	事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用
	　
	　
	　

	1-(5)-①
	行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し，再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。
	社内でおきたヒヤリ・ハット事例を収集しているか。
	○
	・ヒヤリ・ハット事例は報告用紙に記入させている（添付資料参照）。
・ヒヤリ・ハット事例は日報に記入させ，従業員が閲覧している。
・安全衛生委員会でヒヤリ・ハット事例の対策を検討している。

	1-(5)-②
	実施した作業安全対策の内容を記録する。
	安全対策の記録があるか。（現場改善対策の実施記録のほか，安全衛生委員会などの議事録や日常点検簿，ヒヤリ・ハット報告書，参加した研修会や講習会の記録など）
	○
	・現場の危険個所の改善を行ったあと，その内容を記録している。
・講習会の参加報告書を作成し，従業員が閲覧できるようにしている。
・日常点検簿を事務所で保管している。

	2
	事故発生時に備える
	　
	　
	　

	2-(1)
	労災保険への加入等，補償措置の確保
	　
	　
	　

	2-(1)-①
	経営者や家族従事者を含めて，労災保険やその他の補償措置を講じる。
	民間の労災保険にも加入しているか。
	○
	・民間の労災保険に加入している。

	2-(2)
	事故後の速やかな対応策，再発防止策の検討と実施
	　
	　
	　

	2-(2)-①
	事故が発生した場合の対応（救護・搬送，連絡，その後の調査，労基署への届出，再発防止策の策定等）の手順を明文化する。
	対応手順が明文化されているか。
（緊急連絡体制図や応急措置方法の手順書，フローチャート図，避難経路図など）
	○
	・事故発生時の対応手順をフローチャート（添付資料）にし，場内に掲示している。
・救命講習を受けたことがある。
・消火訓練を年に１回実施している。

	2-(3)
	事業継続のための備え
	　
	　
	　

	2-(3)-①
	事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう，あらかじめ方策を検討する。
	その従業者が不在でも他の従業者が代理で対応できるような仕組みがあるか。（ジョブローテーションによる業務の属人化防止など）
	○
	・ジョブローテーションを実施している。
・有資格者が複数人いる。





[bookmark: _Toc192768600]安全診断・評価報告書テンプレート

貴事業所で実施しました，作業安全に関する取り組み状況に関するヒアリング調査と事業場内パトロールの結果について，以下に報告します。
※赤字は記入例
1. 実施概要
実施日：２０××年●●月△△日
事業所名：○○製材（株）××工場
　　所在地：○○県××市
　　従業員数：○○人
　　業種：製材
　　素材消費量：××ｍ３/年
　　設置機械：帯鋸盤2台，丸鋸盤２台
[bookmark: _Hlk151997700]　　診断実施者：●●
　　 〃 立会者：●●

2. ヒアリング結果
　ヒアリングでは，林野庁HP（https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html）で公開されている「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：木材産業）事業者向け」に記載されている作業安全のために取り組むべき基本的事項（全25項目）について５段階で評価しました。評価結果とコメント（評価理由や改善提案など）を表１に示しました。なお，評価基準は以下の通りです。

	S評価：当該事項に対して，顕著な取り組みが行われており，他事業場への模範となる。
A評価：当該事項に対して，積極的な取り組みが行われている。
B評価：当該事項に対して，取り組みが行われている。
C評価：当該事項に対して，最低限の取り組みが行われているものの改善が必要。
D評価：当該事項に対して，取り組みが全く行われておらず，抜本的な改善が必要。




表１　ヒアリング結果
	No.
	ヒアリング事項
	評価結果
	コメント

	1
	作業安全確保のために必要な対策を講じる

	1-(1)
	人的対応力の向上

	1-(1)-①
	作業事故防止に向けた方針を表明し，具体的な目標を設定する。
	A
	定期的に目標を更新するとよい。

	1-(1)-②
	知識，経験等を踏まえて，安全対策の責任者や担当者を選任する。
	S
	

	1-(1)-③
	作業安全に関する研修・教育等を行う。外国人技能実習生等を受け入れている場合は，確実に内容を理解できる方法により行う。また，作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
	B
	採用時にしか研修を行っていない。S未満の場合は，改善提案を記入。

採用後も継続して安全に関する研修や講習会に参加する。

	1-(1)-④
	適切な技能や免許等が必要な業務には，有資格者を就かせる。
	S
	資格取得のための費用を会社が負担している。

	1-(1)-⑤
	職場での朝礼や定期的な集会等により，作業の計画や安全意識を周知・徹底する。
	
	Sの場合は，評価理由を記入。


	1-(1)-⑥
	安全対策の推進に向け，従事者の提案を促す。
	
	

	1-(2)
	作業安全のためのルールや手順の順守

	1-(2)-①
	関係法令等を遵守する。
	
	

	1-(2)-②
	木材加工用機械等，資機材等の使用に当たっては，取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を周知・徹底する。
	
	

	1-(2)-③
	作業に応じ，安全に配慮した服装や保護具等を着用させる。
	
	

	1-(2)-④
	日常的な確認や健康診断，ストレスチェック等により，健康状態の管理を行う。
	
	

	1-(2)-⑤
	作業中に必要な休憩を設ける。また，暑熱環境下では水分や塩分摂取を推奨する。
	
	

	1-(2)-⑥
	作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。
	
	

	1-(3)
	資機材，設備等の安全性の確保

	1-(3)-①
	燃料や薬品など危険性・有害性のある資材は，適切に保管し，安全に取扱う。
	
	

	1-(3)-②
	機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
	
	

	1-(3)-③
	資機材，設備等を導入・更新する際には，無人化機械等を含め，可能な限り安全に配慮したものを選択する。
	
	

	1-(4)
	作業環境の整備

	1-(4)-①
	職場や個人の状況に応じ，適切な作業分担を行う。また，日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
	
	

	1-(4)-②
	高齢者を雇用する場合は，高齢に配慮した作業環境の整備，作業管理を行う。
	
	

	1-(4)-③
	安全な作業手順，作業動作，機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し，全ての従事者が見ることができるようにする。
	
	

	1-(4)-④
	現場の危険箇所を予め特定し，改善・整備や注意喚起を行う。
	
	

	1-(4)-⑤
	４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）活動を行う。
	
	

	1-(5)
	事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用

	1-(5)-①
	行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し，再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。
	
	

	1-(5)-②
	実施した作業安全対策の内容を記録する。
	
	

	2
	事故発生時に備える

	2-(1)
	労災保険への加入等，補償措置の確保

	2-(1)-①
	経営者や家族従事者を含めて，労災保険やその他の補償措置を講じる。
	
	

	2-(2)
	事故後の速やかな対応策，再発防止策の検討と実施

	2-(2)-①
	事故が発生した場合の対応（救護・搬送，連絡，その後の調査，労基署への届出，再発防止策の策定等）の手順を明文化する。
	
	

	2-(3)
	事業継続のための備え

	2-(3)-①
	事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう，あらかじめ方策を検討する。
	
	




3. [bookmark: _Hlk149924682]事業場内パトロール結果
　パトロールでは，場内に潜在する不安全箇所等に対する取り組み状況を3段階で評価しました。表2に評価結果を評価の根拠となる写真とともに示しました。なお，評価基準は以下の通りです。

	○評価：　十分な対策が行われており，他事業場への模範となる。
△評価：　必要な対策は行われているものの改善が望まれる。
×評価：　対策が行われておらず，抜本的な改善が必要。



[bookmark: _Hlk149924699]表2　パトロール結果
	[bookmark: _Hlk149924714]No.
	パトロール項目
	評価結果
	写真

	１
	４Ｓに対する取り組み状況

	１-1
	清掃の実施状況（通路上のおが屑等の清掃について）
	×
	
[image: ]
通路におが屑の堆積がある。

	1-２
	整理・整頓の実施状況（機械設備）
	
	評価の根拠となる写真を張り付け，説明文を記入する。



	1-３
	整理・整頓の実施状況（資材等）
	
	


	1-４
	整理・整頓の実施状況（工具・刃物等）
	
	


	2
	墜落・転落や転倒および激突への対策状況

	2-1
	作業床（高所）に対する対策状況
	
	

	2-2
	階段手すりの設置状況
	
	

	2-3
	転倒防止の対策状況
	
	

	2-4
	車両等との激突防止の対策状況
	
	

	3
	作業環境および作業状況に関する安全対策の状況

	3-1
	熱中症への対策状況
	
	

	3-2
	騒音への対策状況
	
	

	3-3
	作業環境における照度の状況
	
	

	3-4
	作業スペースの確保状況
	
	

	3-5
	作業者が着用している服装の状況
	
	

	4
	機械設備に関する安全対策の状況

	4-1
	機械設備の整備状況
	
	

	4-2
	駆動部への巻き込まれに対する対策状況
	
	


	5
	安全対策の掲示に関する状況

	5-1
	注意喚起の掲示状況
	
	

	5-2
	立ち入り禁止区域の表示状況
	
	

	6
	非常時への備えの状況

	6-1
	消火栓・消火器の近傍の状況
	
	

	6-2
	非常時における対処方法の掲示状況
	
	

	6-3
	工場内の異常の確認方法の状況
	
	



4. [bookmark: _Hlk149924926]安全診断・評価を受けて改善した内容
	





事業所側が報告書を踏まえて改善を実施した場合に，
その内容をここに記入し記録する。
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